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告 示 

鳥取県告示第313号 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、大規模小売店舗について同法第

５条第１項第２号に掲げる事項の変更の届出があったので、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３

項の規定により、次のとおりその概要等を告示し、関係書類を縦覧に供する。 

  令和８年５月26日 

鳥取県知事 平  井  伸  治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

鳥取駅ショッピングプラザ 鳥取市東品治町111－１ 

２ 大規模小売店舗を設置している者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

  ＪＲ西日本山陰開発株式会社 代表取締役社長 藤原 芳郎 島根県松江市朝日町字伊勢宮472－２ 

３ 変更した事項 

  大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

   ６の書類に記載のとおり 

４ 変更年月日 

 令和７年３月12日ほか 

５ 届出年月日 

  令和８年５月７日 

６ 縦覧に供する書類 

  届出書及びその添付書類 

７ 縦覧に供する期間 

    令和８年５月26日から４月間 

８ 縦覧の方法及び縦覧に供する場所 

鳥取県商工労働部企業支援課のホームページに掲載するとともに、鳥取県商工労働部企業支援課及び鳥取市

経済観光部経済・雇用戦略課において縦覧に供する。 

９ 意見書の提出 

    大規模小売店舗の変更に関し意見を有する者は、７の期間内に、知事に意見書を提出することができる。 

                                                    

鳥取県告示第314号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定に基づき、園芸試験場における生産品の物品売

払代金の徴収の事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

  令和８年５月26日 

鳥取県園芸試験場長 池  田  隆  政   

指定公金事務取扱者 
委託年月日 委託期間 

名称 事務所の所在地 指定年月日 

鳥取中央農業協同

組合 

倉吉市越殿町1409 令和７年３月７日 令和８年４月１日 令和８年４月１日から令

和９年３月31日まで 

地方卸売市場倉吉

青果株式会社 

倉吉市清谷町二丁

目18 

令和７年６月５日 
〃 〃 

地方卸売市場東亜

青果株式会社 

米子市米原九丁目

３－20 

令和７年４月11日 
〃 〃 

鳥取西部農業協同

組合 

米子市東福原一丁

目５－16 

令和８年４月17日 令和８年４月21日 令和８年４月21日から令

和９年３月31日まで 
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鳥取県告示第315号 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規定により

告示する。 

  令和８年５月26日 

鳥取県西部総合事務所長 荒  田  す み 子   

１ 開発許可の年月日及び番号 

  令和８年４月６日 鳥取県指令第202500325691号 

２ 開発区域に含まれる地域の名称 

  境港市財ノ木町 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

  境港市外江町3284 

   角 亮佑 

                                                    

鳥取県告示第316号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定に基づき、次のとおり米子市伯仙土地改良区から役

員が退任し、及び就任した旨の届出があったので、同条第19項の規定により告示する。 

  令和８年５月26日 

鳥取県西部総合事務所長 荒  田  す み 子   

退任した役員の氏名及び住所 

理 事 金 澤   明  米子市尾高1676 

 〃  西 村 洋 志  米子市下郷157－４ 

 〃  大 原 仁 司  米子市日下176－３ 

 〃  永 富 武 志  米子市日下547 

 〃  仲 田 祐 康  米子市日下541 

 〃  石 﨑   滿  米子市石州府434－２ 

 〃  野 坂 次 雄  米子市石州府448 

 〃  野 坂 利喜雄  米子市石州府433 

 〃  井 上 修 美  米子市石州府698 

 〃  佐 藤   基  米子市福万694 

 〃  原 口 勝 美  西伯郡伯耆町吉長369 

監 事 松 岡 活 志  米子市日下295 

 〃  髙 橋 敦 美  米子市石州府431 

 〃  福 田   司  米子市尾高909 

令和８年３月14日退任 

 

就任した役員の氏名及び住所 

理 事 後 藤 晃 一  米子市尾高1774 

 〃  西 村 洋 志  米子市下郷157－４ 

 〃  大 原 仁 司  米子市日下176－３ 

 〃  永 富 武 志  米子市日下547 

 〃  仲 田 祐 康  米子市日下541 

 〃  石 﨑   滿  米子市石州府434－２ 

 〃  野 坂 次 雄  米子市石州府448 

 〃  野 坂 利喜雄  米子市石州府433 

 〃  井 上 修 美  米子市石州府698 

 〃  佐 藤   基  米子市福万694 
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 〃  原 口 勝 美  西伯郡伯耆町吉長369 

監 事 松 岡 活 志  米子市日下295 

 〃  髙 橋 敦 美  米子市石州府431 

 〃  福 田   司  米子市尾高909 

令和８年３月15日就任 任期４年 

                                                    

鳥取県告示第317号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定に基づき、次のとおり会見地区土地改良区から役員

が退任し、及び就任した旨の届出があったので、同条第19項の規定により告示する。 

  令和８年５月26日 

鳥取県西部総合事務所長 荒  田  す み 子   

退任した役員の氏名及び住所 

理 事 雑 賀 敏 之  西伯郡南部町天萬1052－３ 

 〃  吉 持 秀 明  西伯郡南部町田住567－１ 

〃  中 井 義 宏  西伯郡南部町御内谷1173 

 〃  赤 井 憲一郎  西伯郡南部町朝金519 

 〃  長谷川 英 信  米子市青木586 

〃    仲 田 司 朗  西伯郡南部町境1170－１ 

監 事 板 持 照 明  西伯郡南部町浅井522 

 〃  冨 永 教 文  西伯郡南部町三崎290 

〃    山 中 文 雄  西伯郡南部町福里103 

令和８年３月31日退任 

 

就任した役員の氏名及び住所 

理 事 雑 賀 敏 之  西伯郡南部町天萬1052－３ 

 〃  吉 持 秀 明  西伯郡南部町田住567－１ 

〃  中 井 義 宏  西伯郡南部町御内谷1173 

 〃  赤 井 勝 幸  西伯郡南部町朝金1553 

 〃  長谷川 英 信  米子市青木586 

〃    田 子   稔  西伯郡南部町境638 

監 事 板 持 照 明  西伯郡南部町浅井522 

 〃  稲 田   豊  西伯郡南部町寺内332 

〃    山 中 文 雄  西伯郡南部町福里103 

令和８年４月１日就任 任期４年 

                                                    

鳥取県告示第318号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定に基づき、次のとおり箕蚊屋土地改良区から役員が

退任し、及び就任した旨の届出があったので、同条第19項の規定により告示する。 

  令和８年５月26日 

鳥取県西部総合事務所長 荒  田  す み 子   

退任した役員の氏名及び住所 

理 事 田 辺 雄 一  米子市古豊千606 

 〃  加 川 賢 明  西伯郡伯耆町遠藤102 

 〃  斉 下 博 三  西伯郡日吉津村大字日吉津729 

 〃  能登路 幸 輝  米子市蚊屋125 
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 〃  長 谷 昭 宏  西伯郡日吉津村大字日吉津905 

 〃  内 藤 英 二  米子市東八幡254－１ 

 〃  柳 谷 一 夫  米子市下新印432 

 〃  松 良 悦 正  米子市河岡733 

 〃  塚 田 国 博  米子市一部391 

 〃  長 川   寛  米子市淀江町佐陀160 

 〃  大 森 健 司  米子市蚊屋50 

 〃  田 中 宏 明  米子市尾高1511 

 〃  奥 本 和 男  米子市上新印341 

 〃  土 井 正 史  米子市赤井手203 

 〃  中 口 克 敏  西伯郡日吉津村大字富吉1026 

 〃  松 本 康 男  米子市二本木334 

 〃  山 田 浩 二  西伯郡伯耆町吉長297 

 〃  森   昌 宏  米子市吉岡29 

監 事 上 野 秀 雄  西伯郡日吉津村大字日吉津1219 

 〃  木 下 博 雄  米子市高島258 

 〃  小 笹 弘 美  米子市下新印146－３ 

 令和８年４月４日退任 

 

就任した役員の氏名及び住所 

理 事 田 邊 雄 一  米子市古豊千606 

 〃  加 川 賢 明  西伯郡伯耆町遠藤102 

 〃  斉 下 博 三  西伯郡日吉津村大字日吉津729 

 〃  能登路 幸 輝  米子市蚊屋125 

 〃  松 本 康 男  米子市二本木334 

 〃  内 藤 英 二  米子市東八幡254－１ 

 〃  柳 谷 一 夫  米子市下新印432 

 〃  大 森 健 司  米子市蚊屋50 

 〃  奥 本 和 男  米子市上新印341 

 〃  長谷川 康 弘  西伯郡日吉津村大字日吉津384－１ 

 〃  山 田 浩 二  西伯郡伯耆町吉長297 

 〃  森   昌 宏  米子市吉岡29 

 〃  長 尾 信 弘  米子市一部396 

 〃  長 川   寛  米子市淀江町佐陀160 

 〃  妹 尾 啓 司  米子市高島64－６ 

 〃  長 富 逸 郎  米子市赤井手246 

 〃  中 口 克 敏  西伯郡日吉津村大字富吉1026 

 〃  中 本 公 平  米子市尾高1073 

監 事 小 笹 弘 美  米子市下新印146－３ 

 〃  福 田 忠 雄  米子市二本木457 

 〃  舩 田 正 春  米子市福万６－２ 

 令和８年４月５日就任 任期４年 

                                                   

鳥取県告示第319号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定に基づき、次のとおり名和地区畑地土地改良区から
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役員が退任し、及び就任した旨の届出があったので、同条第19項の規定により告示する。 

  令和８年５月26日 

鳥取県西部総合事務所長 荒  田  す み 子   

退任した役員の氏名及び住所 

理 事 近 藤 大 介  西伯郡大山町豊成1016 

〃  源 光   栄  西伯郡大山町豊成504 

 〃  德 永   健  西伯郡大山町倉谷488－１ 

〃  二 宮 聖 貴  西伯郡大山町加茂2581 

 〃  河 村 富士夫  西伯郡大山町小竹1297－６ 

 〃  山 上 泰 典  西伯郡大山町門前526－３ 

 〃  濱 田   巌  西伯郡大山町門前830 

 〃  美 甘   稔  西伯郡大山町門前800 

 〃  角 田 博 資  西伯郡大山町門前74 

 〃  齋 藤 伸 一  西伯郡大山町高田614 

 〃  藤 原 清 和  西伯郡大山町名和751－３ 

〃  佐 谷 邦 生  西伯郡大山町高田2056 

〃  真 島 裕 樹  境港市夕日ヶ丘一丁目111－10 

監 事 原 田 賢 一  西伯郡大山町東坪259 

 〃  斎 藤   淳  西伯郡大山町高田600 

〃  岡 本   孜  西伯郡大山町御来屋154－５ 

 令和８年４月５日退任 

 

就任した役員の氏名及び住所 

理 事 近 藤 大 介  西伯郡大山町豊成1016 

〃  源 光   栄  西伯郡大山町豊成504 

 〃  德 永   健  西伯郡大山町倉谷488－１ 

〃  二 宮 聖 貴  西伯郡大山町加茂2581 

 〃  河 村 富士夫  西伯郡大山町小竹1297－６ 

 〃  山 上 泰 典  西伯郡大山町門前526－３ 

 〃  濱 田   巌  西伯郡大山町門前830 

 〃  美 甘   稔  西伯郡大山町門前800 

 〃  角 田 博 資  西伯郡大山町門前74 

 〃  齋 藤 伸 一  西伯郡大山町高田614 

 〃  國 岡 俊 平  西伯郡大山町高田2545 

〃  佐 谷 邦 生  西伯郡大山町高田2056 

〃  真 島 裕 樹  境港市夕日ヶ丘一丁目111－10 

監 事 原 田 賢 一  西伯郡大山町東坪259 

 〃  斎 藤   淳  西伯郡大山町高田600 

〃  岡 本   孜  西伯郡大山町御来屋154－５ 

 令和８年４月６日就任 任期４年 

                                                    

鳥取県告示第320号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定に基づき、次のとおり中山地区畑地土地改良区から

役員が退任し、及び就任した旨の届出があったので、同条第19項の規定により告示する。 

  令和８年５月26日 
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鳥取県西部総合事務所長 荒  田  す み 子   

退任した役員の氏名及び住所 

理 事 尾 古 礼 隆  西伯郡大山町羽田井179 

 〃  森 下 英 明  西伯郡大山町石井垣193 

 〃  市 橋 英 樹  西伯郡大山町羽田井1418－444 

 〃  野 川   豪  西伯郡大山町田中525 

 〃  山 本   忍  西伯郡大山町御崎622 

 〃  渡 邉 輝 幸  西伯郡大山町下甲434 

 〃  天 島 清 憲  西伯郡大山町高橋153 

 〃  高 見 利 洋  西伯郡大山町塩津10－１ 

 〃  足 立 忠 久  西伯郡大山町松河原288 

 〃  岸 本 耕 二  西伯郡大山町下市779－42 

 〃  小 谷 貴美子  西伯郡大山町下甲438 

〃  奥 田 尚 子  西伯郡大山町八重172 

〃  野 間 京 子  西伯郡大山町殿河内431 

監 事 増 井 忠 治  西伯郡大山町御崎334 

 〃  井 上 広 志  西伯郡大山町長野873 

 〃  田 内 洋 二  西伯郡大山町束積292 

 令和８年４月５日退任 

 

就任した役員の氏名及び住所 

理 事 尾 古 礼 隆  西伯郡大山町羽田井179 

 〃  森 下 英 明  西伯郡大山町石井垣193 

 〃  市 橋 英 樹  西伯郡大山町羽田井1418－444 

 〃  野 川   豪  西伯郡大山町田中525 

 〃  西 村   隆  西伯郡大山町御崎92 

 〃  渡 邉 輝 幸  西伯郡大山町下甲434 

 〃  高 口 正 秀  西伯郡大山町殿河内398 

 〃  高 見 利 洋  西伯郡大山町塩津10－１ 

 〃  足 立 忠 久  西伯郡大山町松河原288 

 〃  藤 田 光 生  西伯郡大山町殿河内754－63 

 〃  小 谷 貴美子  西伯郡大山町下甲438 

〃  奥 田 尚 子  西伯郡大山町八重172 

〃  野 間 京 子  西伯郡大山町殿河内431 

監 事 増 井 忠 治  西伯郡大山町御崎334 

 〃  金 田 淳 二  西伯郡大山町松河原52 

 〃  田 内 洋 二  西伯郡大山町束積292 

 令和８年４月６日就任 任期４年 

                                                    

鳥取県告示第321号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定に基づき、次のとおり大山地区畑地土地改良区から

役員が退任し、及び就任した旨の届出があったので、同条第19項の規定により告示する。 

  令和８年５月26日 

鳥取県西部総合事務所長 荒  田  す み 子   

退任した役員の氏名及び住所 
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理 事 奥 田 隆 夫  西伯郡大山町長田297 

 〃  入 江   彰  西伯郡大山町長田270－１ 

 〃  入 江 憲 幸  西伯郡大山町長田280 

 〃  入 江 幸 雄  西伯郡大山町長田126 

 〃  山 根   諭  西伯郡大山町豊房545 

 〃  中 田 博 明  西伯郡大山町豊房1002 

 〃  大 森 正 治  西伯郡大山町坊領304 

 〃  宮 永 昭 彦  西伯郡大山町佐摩497 

 〃  松 井   玲  西伯郡大山町豊房1620 

 〃  清 水   覚  西伯郡大山町赤松2459－316 

 〃  豊 嶋   清  西伯郡大山町豊房2410 

監 事 大 門 昌 樹  西伯郡大山町坊領166－１ 

 〃  山 根 優 美  西伯郡大山町稲光69 

 令和８年４月22日退任 

 

就任した役員の氏名及び住所 

理 事 奥 田 隆 夫  西伯郡大山町長田297 

 〃  入 江   彰  西伯郡大山町長田270－１ 

 〃  金 田 保 志  西伯郡大山町長田145 

 〃  入 江 幸 雄  西伯郡大山町長田126 

 〃  山 根   諭  西伯郡大山町豊房545 

 〃  中 田 博 明  西伯郡大山町豊房1002 

 〃  大 森 正 治  西伯郡大山町坊領304 

 〃  宮 永 昭 彦  西伯郡大山町佐摩497 

 〃  小 原   進  西伯郡大山町豊房1621 

 〃  清 水   覚  西伯郡大山町赤松2459－316 

 〃  豊 嶋   清  西伯郡大山町豊房2410 

監 事 大 門 昌 樹  西伯郡大山町坊領166－１ 

 〃  山 根 優 美  西伯郡大山町稲光69 

 令和８年４月23日就任 任期４年 

                                                    

公 告 

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律（昭和29年法律第182号）第２条の３第１項の規定に基づき、令和12

年度を目標年度とする鳥取県酪農・肉用牛生産近代化計画を次のとおり作成したので、同条第６項の規定により

公表する。 

  令和８年５月26日 

鳥取県知事 平  井  伸  治   

 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥取県農林水産部畜産振興局畜産振興課、東部農林事務所及び

各総合事務所農林局に備え置いて縦覧に供する。） 


